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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
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漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）
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告

示

山
口
県
告
示
第
六
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
か
い

ご
セ
ン
タ
ー
楽

笑

宇
部
市
川
添
二

丁
目
四
番
一
号

か
い
ご
セ
ン

タ
ー
楽
笑

宇
部
市
川
添
二

丁
目
四
番
一
号

訪
問
介

護

令
和
四
、
一
一
、
三
〇

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
か
い

ご
セ
ン
タ
ー
楽

笑

宇
部
市
川
添
二

丁
目
四
番
一
号

か
い
ご
セ
ン

タ
ー
楽
笑

宇
部
市
川
添
二

丁
目
四
番
一
号

介
護
予

防
訪
問

介
護

令
和
四
、
一
一
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

休
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

水
生
会

山
口
市
大
内
矢

田
北
五
丁
目
一

一
番
二
一
号

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
ア

ク
テ
ィ
ブ
大
内

山
口
市
大
内
矢

田
北
五
丁
目
一

一
番
一
号

介
護
予

防
訪
問

看
護

令
和
四
、
一
二
、

一

山
口
県
告
示
第
六
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

水
生
会

山
口
市
大
内
矢

田
北
五
丁
目
一

一
番
二
一
号

医
療
法
人
社
団

水
生
会
柴
田
病

院

山
口
市
大
内
矢

田
北
五
丁
目
一

一
番
二
一
号

訪
問
看

護

令
和
四
、
一
二
、

一

一
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株
式
会
社
ホ
ー

ム
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
山
口

下
関
市
長
府
才
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丁
目
三
五
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二
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号
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模
多
機
能

の
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び
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村
米

川

下
松
市
大
字
下

谷
一
七
九

小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護

〃

一
一
、

〃

社
会
福
祉
法
人

同
朋
福
祉
会

美
祢
市
於
福
町

上
四
〇
一
七
の

一

小
規
模
多
機
能

ホ
ー
ム
Ｇ
ｒ
ａ

ｃ
ｅ
ｆ
ｕ
ｌ
ゆ

い
し
ん

美
祢
市
大
嶺
町

東
分
一
七
〇
七

の
二

〃

〃

一
〇
、

〃

山
口
県
告
示
第
六
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
社
団

水
生
会

山
口
市
大
内
矢

田
北
五
丁
目
一

一
番
二
一
号

医
療
法
人
社
団

水
生
会
柴
田
病

院

山
口
市
大
内
矢

田
北
五
丁
目
一

一
番
二
一
号

介
護
予

防
訪
問

看
護

令
和
四
、
一
二
、

一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

〃

〃

〃

株
式
会
社
ホ
ー

ム
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
山
口

下
関
市
長
府
才

川
一
丁
目
三
五

番
二
一
号

小
規
模
多
機
能

の
ん
び
り
村
米

川

下
松
市
大
字
下

谷
一
七
九

介
護
予

防
小
規

模
多
機

能
型
居

宅
介
護

〃

一
一
、

〃

社
会
福
祉
法
人

同
朋
福
祉
会

美
祢
市
於
福
町

上
四
〇
一
七
の

一

小
規
模
多
機
能

ホ
ー
ム
Ｇ
ｒ
ａ

ｃ
ｅ
ｆ
ｕ
ｌ
ゆ

い
し
ん

美
祢
市
大
嶺
町

東
分
一
七
〇
七

の
二

〃

〃

一
〇
、

〃

山
口
県
告
示
第
六
十
五
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区

域
及
び
区
分
に
つ
い
て
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

山
口
区
域

徳
山
大
津
島
区
域

光
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
底
び
き
網

を
使
用
し
て
営
む
漁
業
以
外
の
漁
業

主
と
し
て
底
び
き
網
又
は
は
え
な
わ
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
以

外
の
漁
業

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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